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●最新・行政の動き 
過労死等発生企業  再発防止対策を強化  全社的な対応へ指導  厚労省・過労死防止大綱素案 
 
厚生労働省は、今年７月の閣議決定をめざしている新たな過労死等防止対策大綱の素案を作成し

ました。 
素案では、国が取り組む重点対策として、時間外労働の上限規制の遵守徹底や、脳・心臓疾患ま

たは精神障害に関する労災保険支給決定が行われた企業における再発防止対策の強化、勤務間イン
ターバル制度の周知などを掲げました。 
上限規制については、４月から建設事業や自動車運転業務などでも適用が開始されたことから、

労働基準監督署で遵守徹底を図ります。建設業では短い工期設定、自動車運転者では長時間の荷待
ちなどが課題になっているため、施主や荷主などの取引関係者に対しても、長時間労働改善に向け
た協力を呼び掛けていきます。 
一方、過労死等の再発防止対策の取組みとしては、これまで行ってきた発生事業場に対する監督

指導・個別指導に加えて、企業本社における全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施しま
す。企業本社への指導は、事業場を通じて実施します。 
さらに、一定期間内に複数事案を発生させた企業に対しては、企業の本社を管轄する都道府県労

働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求め、同計画に基づく取組みを企業全体
に定着させるための助言・指導（過労死等防止計画指導）を実施するとしました。 
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●ニュース 
 
職安が延長適否判断 
育休給付巡り雇保則改正 厚労省 
 
 厚生労働省は、子供を保育所に入所させる意
思がないにもかかわらず、労働者が育児休業給
付の受給期間を延長する目的で自治体へ入所を
申し込む行為を防止するため、雇用保険法施行
規則を改正し、期間延長手続きを厳格化します。
施行は来年４月１日。入所申込みなどに関する
労働者本人の申告内容をハローワークが確認し、
延長の適否を判断します。 
 子が１歳および１歳６カ月を超えた後も労働
者が育児休業給付を受給するためには従来、保
育所の入所を希望したにもかかわらず入所でき
ないことが要件になっていました。その確認は
原則として、市区町村が発行する入所保留通知
書や入所不承諾通知書で行ってきました。 
 雇保則改正により、受給を延長する要件とし
て、「市区町村に申し込んだ内容が速やかな職
場復帰のために保育所等における保育の利用を
希望しているものと公共職業安定所長が認める
ものであること」を追加。入所保留通知書に加
え、本人が記載する申告書と、市区町村への利
用申込書の写しを提出させて、申し込んだ施設
が、合理的な理由なく自宅や勤務先から遠隔地
の施設のみになっていないかどうかなどを確認
します。 
 
“真の睡眠”５時間半 
運転者を 10日間調査 
秋田産保センター 
 
 秋田産業保健総合支援センターは、トラック
運転者の健康起因事故防止に向け、県内のドラ
イバー109 人に行った睡眠調査の結果を公表し
ました。医学的に「本当に眠っている時間」が、
平日で平均５時間 21 分に留まり、睡眠不足に
陥っている状況が明らかになりました。原因が
長距離運転による生活習慣の乱れや、運転中の
過度な眠気防止策などにあるとして、改善を呼

び掛けています。 
調査はドライバ

ーに睡眠測定用の
機器を連続 10 日間
装着し、睡眠状態
を測定しました。
平日の「布団に入
っている時間」は平均で７時間３分と７時間を
超えたものの、「本当に眠っている時間」は５
時間 21 分でした。途中で起きた回数が５回、
合計で 70 分間に及び、良質な睡眠がとれてい
ない実態が浮かび上がっています。 
同センターは１日６～８時間が理想的な睡眠

時間として、睡眠の質を向上させる 10 個のポ
イントをリーフレットにまとめました。眠気覚
ましに摂るカフェインには利尿作用があり、夜
中にトイレに起きる原因にもなるため、夕方以
降は摂取しないよう勧めています。寝酒やタバ
コは眠りを浅くするため、控えるよう促しまし
た。 
 
あらゆる危険に対応 
中小へＢＣＰ策定ガイド 東商 
 
東京商工会議所は中小企業向けに、自然災害

や感染症、サイバー攻撃などさまざまなハザー
ド（危険）に対応できる「オールハザード型Ｂ
ＣＰ」の策定ガイドを発行しました。ハザード
ごとにＢＣＰを策定するのではなく、ハザード
により生じる人員や設備などの資源への影響に
着目して、経営資源ごとに復旧戦略を検討する
よう勧めています。 
まずは重要な事業を選定し、事業を遂行する

ために必要な経営資源として、決裁者やスキル
を持った人員を決めておくべきとしました。何
らかのハザードによってその人員を活用できな
くなった場合の対策を立てておけば、想定外の
災害も含めてどんなハザードが起きても対処で
きます。具体的には、決裁者の代行順位の設定、
スキル保有者の在宅勤務などを検討しておくよ
う促しています。 
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熟練技術者の「勘」を言語化 
人手不足解消へ手引 近畿経産局 
 
近畿経済産業局は、人手不足に悩むものづく

り現場に効果的なデジタル化・省力化を促すた
め、業務を可視化する手法についてのマニュア
ルを作成しました。 
 マニュアルは、社内の
現場担当者が集まり、グ
ループワーク形式で業務
の手順や勘所、改善点を
明らかにする際のツール
としてまとめたもの。ツ
ールに沿って手順や勘所
を整理することで、正確な現場の実態が明らか
になります。簡単な単純作業のみを切り出して、
パートタイム労働者などをスポット的に募集す
るほか、自動化・省力化に向けて新たな機器を
導入するなど、効果的な人手不足対策につなげ
てもらう狙い。作成した手順書は、新人向けの
教育ツールとしても活用できます。 
 手順の書出しに当たっては、担当者自身が
「何を」「どのように」やっているかを付箋に
記入し、工程ごとに分類します。分類後は、技
術者が自身の経験や勘に基づいて行っているノ
ウハウである勘所について、手順ごとに付箋に
書き起こします。記入すべき具体的なポイント
として、「その作業を行う意味・判断基準」、
「参考にしている資料やデータ」、「作業の留意
点」、「不良・クレーム対応におけるポイント」、
「オリジナルの工夫」の５点を例示しました。 
 
300講座を無料で提供へ 
学び直し 京都府 
 
京都府は、学び直し促進のため、ビジネスや

デジタル分野など約 300 講座をオンラインで受
講できるサイト「ＫＹＯ育ｔｖ.」を開設しまし
た。登録料・受講料は不要で、オンデマンド配
信のためいつでも受講可能です。 
企業の活用を促すため、相談対応も実施。キ

ャリアカウンセラーなどの専門家が、社員教育
におけるサイト活用方法などを助言します。 

●送検 
不利益取扱い 県内初の送検 
真岡労基署 
 
栃木・真岡労働基準監督署は、労基署への申

告を理由に、労働者との雇用契約を解除し、不
利益な取扱いをしたとして、栃木県真岡市内の
社会福祉法人と同法人理事長を労働基準法第
104 条（監督機関に対する申告）違反の疑いで
宇津宮地検に書類送検しました。 
同法第 104 条での送検は極めて珍しく、栃木

労働局管内では初めてとなります。同労基署は、
立件に至った証拠について明らかにしていませ
んが、「一般的には解雇理由証明書や、関係者
の供述などを根拠としている」と話しています。 

36協定を届け出ずに違法な時間外労働をさせ
たとして、同法第 32 条（労働時間）でも送検
しました。立件対象期間は昨年３月１日～６月
30 日。労働者 11 人に対して１日当たりの法定
労働時間を超えて労働させ、うち２人には週 40
時間を超えて時間外労働をさせた疑いです。 
 
●監督指導動向 
作業前に型枠点検を 
６人死傷受け緊急要請 岡山労働局 
 
岡山労働局は、３月 18 日に岡山駅付近のマ

ンション新築工事現場で作業員６人が死傷した
事故を受け、翌 19 日に県内の建設業関係団体
へ型枠の崩壊・倒壊防止対策を緊急要請しまし
た。岸本英明健康安全課長が、同県建設業協会
の猪木雅夫事務局長に要請書を手交しました。
事故は地下のコンクリート壁建造のため、型枠
に生コンを流し込む打設作業を行っていたとこ
ろ、設置していた足場とともに型枠が崩壊した
もの。５人がケガを負い、１人が死亡しました。 
要請では、生コンの量や打設時の衝撃などに

対し十分な強度を有する型枠を設置するよう求
めました。型枠が計画どおりに設置されている
かの確認や、打設前の点検も呼び掛けました。 
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●調査 
大卒者で 21.7万円 高卒は前年比 4.1％増加 東京労働局・初任給調査 
 
 東京労働局は、令和６年３月新規学卒者の求人初任給調査結果をまとめました。大学卒は 21.7 万円
で、前年結果と比べて 2.4％増加しています。高校卒は 4.1％増の 18.9万円でした。 
 

 
調査は都内ハローワークで受理した求人票記載の初任給を集計したもの。「定期的に支払われる賃金」

について、中位数を算出しました。大学卒の産業別の水準は、建設業 22.8 万円が最も高くなっていま
す。このほか求人申込み件数の多い産業では、製造業と情報通信業が 22.0 万円、卸売業・小売業が
21.6 万円、医療・福祉が 20.6 万円となっています。高校卒は、卸売業・小売業 18.7 万円、宿泊業・
飲食サービス業 18.6万円、製造業 18.4万円でした。 

 
●実務に役立つＱ＆Ａ 

早退した日の扱いは 待期必要な傷病手当金 
 
 
 
 
傷病手当金が支給されるのは、労務に服することができなくなった日から起算して、４

日目以降です（健保法 99 条）。待期期間として、労務不能状態が３日間連続することが必
要です（昭 32・１・31保発２号の２）。 

「就業時間中」に労務不能となったとき、その日は待期３日に含まれ、賃金の全部または一部を受け
ていたか否かは問わない（昭 28・１・９保文発 69 号など）と解されています。その日に早退しても待
期１日とカウントします。申請書の記載例をみると、１日目の早退のみ「早」と書くよう求めています。 
翌日以降、病院に通院するからといって遅刻や早退したとします。支給期間に関する解釈ですが、午

前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されない（昭 31・１・19保文発 340号）など、出
勤した日として案内するとしています（協会けんぽ）。 

社内で具合が悪くなって早退して、翌日以降も欠勤が続いたときですが、傷病手当金
はいつから支給されるのでしょうか。待期期間が３日必要ですが、早退した初日は働い
ていますから、翌日以降、丸１日欠勤した日をカウントしていくのでしょうか。 

Q  

A 

年別・学歴別求人初任給の推移 
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●身近な労働法の解説 ―就業規則違反の労働契約― 
 
労働契約法 12 条は、就業規則を下回る労働契約の効力について規定しています。今回は、就業

規則違反の労働契約について解説します。 
 

１．労契法 12条 
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効

とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」と規定して
います。 
ここでいう就業規則とは、労働者が就業上遵守すべき規律および労働条件に関する具体的細目

について定めた規則類の総称をいい、労基法 89 条の就業規則と同様ですが、本条の「就業規則」
には、常時 10 人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者が作成する“労基法 89 条では作成
が義務付けられていない就業規則”も含まれるとされています。 

 
２．条文の解説 

就業規則は、労働条件を統一的に設定するものであって、労契法においては、一定の場合に、
労働契約の内容は就業規則で定めるところとなることを規定しています。 
一方、就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた場合および就業規則の変更によっては

変更されない労働条件を合意していた場合には、それぞれ、労契法 7 条ただし書および 10 条た
だし書によりその合意が優先されますが、本条において、就業規則を下回る労働契約の効力につ
いて規定しています。その内容は以下のとおりです。 

（１）就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める基準まで引き上げられ
ます。 

（２）「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」とは、例えば、就業規則に
定められた賃金より低い賃金等就業規則に定められた基準を下回る労働条件を内容とする労働
契約をいうものです。 

（３）就業規則で定める基準以上の労働条件を定める労働契約は、これを有効とする趣旨です。 
（４）「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める基準に達しない部分のみを無

効とする趣旨であって、労働契約中のその他の部分は有効ということです（労働契約そのもの
が無効となるわけではありません）。 

（５）「無効となった部分は、就業規則で定める基準による」とは、労働契約の無効となった部分
については、就業規則の規定に従い、労働者と使用者との間の権利義務関係が定まるものであ
るということです。 

 
３．その他関連法令 
・労基法 93 条では、労働契約と就業規則の関係について、「労働契約法 12 条の定めるところに
よる」と規定しています。 

・労基法 92 条では、就業規則と法令または労働協約との関係について「就業規則は、法令又は
当該事業場について適用される労働協約に反してはならない」と規定しています。 

・労契法 9 条では、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、
労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と規定していま
す。 
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●今月の実務チェックポイント 
 
高年齢雇用継続給付の縮小 
 
高年齢雇用継続給付について、段階的に縮小されます。 
 

・縮小・廃止のスケジュール 
令和６（2024）年度までは現状の給付率 15％が維持されます。 
令和７（2025）年４月から、新たに 60歳に到達する人から給付率が 10％に縮小されます。 
令和７年度以降、給付金は段階的に縮小、まだ具体的な廃止時期は決定されていません。 

 
<現在の高年齢雇用継続基本給付金受給のための３要件> 
① 雇用保険の被保険者であった期間が 5年以上あること 
② 60歳以上 65歳未満の一般被保険者であること 
③ 原則として 60 歳以後に支払われる各月の給与月額が、｢60 歳到達時の賃金月額｣と比べて

75%未満に低下した状態で働き続けていること 
 

・数年の間に準備を 
現在 60 歳定年年齢により再雇用され、上記３要件を満たした場

合、高年齢雇用継続基本給付金を受給できる仕組みにより、受給
を前提として賃金月額を減額されている社員と、今後段階的に新
たな給付率により減額を決定する社員の賃金月額とのバランスを
どのように考えるか。更には廃止された際にはどうするか。 
賃金月額の決定方法の見直しに加え、就業規則・給与規程等の

見直しも必要になります。受給を前提に再雇用後の賃金月額を決
定している場合は、高年齢労働者の働き方や賃金について、早め
に検討することをお勧めします。 
 

・公務員など雇用保険に加入していない人の再雇用 
地方公務員など常勤で正規任用されている場合、雇用保険の適用除外となっているため雇用保

険には加入していません。 
しかし、定年退職をして、週の所定労働時間が 20 時間以上の短時間勤務またはフルタイム勤

務で再任用された場合は、雇用保険に加入することになります。現在、地方公務員などの定年は、
原則として、60 歳に達した日以後における最初の３月 31 日が定年退職日になります (令和５年
度から令和 13年にかけて段階的に引き上げ 65歳定年になります) 。 
したがって、再任用がスタートするのは、定年退職後の60歳を過ぎてからということになり、

そのときに雇用保険加入になると、｢５年以上雇用保険に加入する｣という要件を満たすのは65歳
を過ぎてからです。 
そのため高年齢雇用継続給付金を受給できるケースは通常はないことになります。但し、定年

退職前に一般企業に就職した期間があり、５年以上の雇用保険加入期間を満たした場合には受給
できる可能性があります。 
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●助成金情報 
 
業務改善助成金 
 
事業場内で最も低い時間あたりの労働者の賃金（事業場内最低賃金）を 30 円以上引き上げ、設

備投資等を行った中小企業・小規模事業者等にその費用の一部を助成する制度です。令和６年度中
に可能な申請回数は１回までです。 
事業場内最低賃金引き上げの計画と設備投資等の計画（機械設備、コンサルティングなど）を作

成、提出し、→計画の承認と実施の後、→設備投資等の費用の一部を助成という流れになります。 
事業場規模 50人未満のみを対象として、2023年 4月 1日から 12月 31日までに賃金引き上げ

を実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。 
 

【助成額】 
 本助成金は、引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて下表の額が支給されます。 

申請 
コース 
区分 

対象事業場 
引上げ
額 

助成率 
引上げ労働
者数 

助成上限額 

右記以外
の事業者 

事業場規
模 30人
未満の事
業者 

30円 
コース 

以下の 2つ要
件を満たす事
業場 
・事業場内最
低賃金と地域
別最低賃金の
差額が 50 円
以内 
・中小企業・
小規模事業者
要件を満たす
こと 

30円 
以上 

【事業場内最低
賃金 900 円未
満】 

９/10 
 
【事業場内最低
賃金 900円以上
950円未満】 

４/５ 
生産性要件を満
たした場合は 

９/10 
【事業場内最低
賃金 950 円以
上】 

３/４ 
生産性要件を満
たした場合は 

４/５ 

１人 30万円 60万円 
２～３人 50万円 90万円 
４～６人 70万円 100万円 
７人以上 100万円 120万円 
10人以上 120万円 130万円 

45円 
コース 

45円 
以上 

１人 45万円 80万円 
２～３人 70万円 110万円 
４～６人 100万円 140万円 
７人以上 150万円 160万円 
10人以上 180万円 180万円 

60円 
コース 

60円 
以上 

１人 60万円 110万円 
２～３人 90万円 160万円 
４～６人 150万円 190万円 
７人以上 230万円 230万円 
10人以上 300万円 300万円 

90円 
コース 

90円 
以上 

１人 90万円 170万円 
２～３人 150万円 240万円 
４～６人 270万円 290万円 
７人以上 450万円 450万円 
10人以上 600万円 600万円 
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【手続きの流れ】 
① 交付申請書・事業実施計画などを、最寄りの都道府県労働局に提出 

 
  ↓ 審査 
 

② 交付決定後、提出した計画に沿って事業実施 
 
  ↓ 
 

③ 労働局に事業実施結果を報告 
 
  ↓ 審査 
 

④ 支給決定 
 

 
＊制度の詳細は厚生労働省 HP等をご参照ください。 
 
 
 
 
●今月の業務スケジュール 
 

労務・経理 慣例・ 行事 
●４月分の社会保険料の納付 
●４月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 
●３月決算法人の法人税・消費税・地方消費税・法人事
業税・法人住民税の確定申告・納付 

●自動車税の納付 

●冷房設備の整備・点検 
 

 


